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課     題 具体的取組 取組目標 ５年間の取組成果 主な実績 

監理団体分を含む本市所有財産の処分、

有効活用や業務に付随する収入の確保

を図る 

21年度：11,577万円 

22年度：16,300万円（見込み） 

※広告事業効果額とは、「広告料収入」 

＋「歳出削減額」 

 また、公営企業会計実施分は除く 

 

・未利用地の売却を促進 

 売却実績（全会計ベース）  

 約 1,097億円 

・駅構内スーパーコラム（柱巻き）広告な

ど新規媒体による増収対策（17年度～） 

・長居球技場においてネーミングライツを

实施（22年 8月） 

・スポーツ施設内壁面広告の導入 

（22年度～） 

・地下鉄駅構内への店舗出店（19年度～） 

 

 

Ⅱ 資産の流動化 

 

１ 施設の利用率

の向上 

 

①利用者制限の緩和 
(1)施設の設置趣旨やその事業目的によっ

て年齢などの利用者制限を設けた施設が

あり、利用率向上には制限の緩和が必要

である。 

 

(2)制限の緩和では、本来の事業対象者の

利用が妨げられない範囲内で、申し込み

の弾力的運用等を行う。 

貸館事業などにおいて利用者制限の緩

和など、施設の弾力的運用により利用率の

向上が図れた。 

 

利用率 50％以上の施設 

18年度：全 166施設中、93施設 

21年度：全 161施設中、116施設 

 

・中央卸売市場への業者受入条件の緩和 

（18年 6月） 

・こども文化センターの貸館事業の利用者

制限の緩和（18年 8月） 

・長居陸上競技場のコンサート会場使用許

可（19年 9月～） 

・靱公園テニスセンターのセンターコート

をコンサート会場使用許可（20年 10月） 

 

②一元的な利用案内情報の提供 
(1)それぞれの管理者が発信している利用

案内情報を横断的に網羅した一覧表を

作成し、ホームページ上で公開する 

(2)将来的には施設を一括管理し、より効

率的な情報案内や管理運営を実現する。 

本市ホームページに「施設案内」を設け、

市民利用施設を目的別、エリア別などに分

類した情報を掲載し、効率的な利用案内が

できるようになった。 

・本市ホームページに「施設利用案内」を

設置（18年 3月） 

・本市ホームページの全面リニューアルに

伴い「施設案内」として改修（21年 3月） 

・ホール等の施設空き情報を一元化して情

報を掲載（22年 10月） 

 

③利用率の向上 
利用者制限の緩和や一元的な利用案内情

報の提供を行い、尐なくとも利用率 50％以

上を達成する 

利用者制限の緩和と利用案内情報の提

供の充実などの取組により、利用率の向上

が図れた。 

 

利用率 50％以上の施設 

18年度：全 166施設中、93施設 

21年度：全 161施設中、116施設 

 

利用率が上昇した施設（Ｈ18→Ｈ21） 

の割合：82.6％（161施設中 133施設） 

 

・指定管理者制度導入による民間事業者の

ノウハウ活用（18年度～） 

 

・利用者ニーズに合わせた運営見直し 

（18年度～） 

・利用区分（利用時間帯）の細分化 

・利用時間の延長 

・開館日の拡充 

・閉館曜日の見直し 

・施設利用の申込み日を 6 月前から 1 年

前に変更 


